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１６－１ 災害弔慰金 

 災害により死亡した者の遺族に対し、災害弔慰金を支給する。      （令和６年４月１日現在） 

種
別

対象となる災害 

（自然災害） 
事業主体・根拠法令 支給対象者 

支給限度額 

（支給制限） 

災

害

弔

慰

金

１ 市内において５世帯

以上の住家が滅失した

災害 

２ 県内において５世帯

以上の住居の滅失した

市町村が３以上ある場

合の災害 

３ 県内において災害救

助法第２条に規定する

救助が行われた災害 

４ 災害救助法第２条に

規定する救助が行われ

た市町村を含む県が２

以上ある災害 

（以上、平成25年内閣府

告示第230号による。） 

５ 県内において新潟県

災害救助条例が適用さ

れた市町村が１以上あ

る場合の災害 

１ 糸魚川市災害弔慰金

の支給に関する条例 

２ 実施主体 市 

３ 経費負担 

 対象災害区分１～

４の場合 

国 1/2 

県 1/4 

  市 1/4 

 対象災害区分５の

場合 

県 1/2 

市 1/2 

 死亡者の 

配偶者 

  〃 子 

  〃 父母 

  〃 孫 

  〃 祖父母 

 〃 兄弟姉 

   妹（※）

※兄弟姉妹に

おいては、死

亡した者の死

亡当時その者

と同居し、又

は生計を同じ

くしていた者

に限る。また、

当該配偶者、

子、父母、孫

又は祖父母の

いずれも存し

ない場合に限

る。 

 死亡者１人につき 

 主たる生計維持者の場合 

              500万円 

 それ以外の場合 

         250万円 

ただし、その死亡に係る災

害に関し既に災害障害見舞金

の支給を受けている場合は、

その額を控除した額とする。

支給制限 

１ 当該死亡者の死亡がそ

の者の故意又は重大な過

失により生じたものであ

る場合 

２ 災害弔慰金の支給等に

関する法律施行令（昭和 

48年政令第374号）第２条

に規定する内閣総理大臣

が定める支給金が支給さ

れた場合 

３ 災害に際し、市長の避

難の指示に従わなかった

こと等市長が不適当と認

めた場合 
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１６－２ 災害障害見舞金 

 災害により精神又は身体に著しい障害を受けた者に対して災害障害見舞金を支給する。 

（令和６年４月１日現在） 

種
別

対象となる災害 

（自然災害） 
事業主体・根拠法令 支給対象者 

支給限度額 

（支給制限） 

災

害

障

害

見

舞

金

１ 市内において５世帯

以上の住家が滅失した

災害 

２ 県内において５世帯

以上の住居の滅失した

市町村が３以上ある場

合の災害 

３ 県内において災害救

助法第２条に規定する

救助が行われた災害 

４ 災害救助法第２条に

規定する救助が行われ

た市町村を含む県が２

以上ある災害 

（以上、平成25年内閣府告

示第230号による。） 

１ 糸魚川市災害弔慰金

の支給に関する条例 

２ 実施主体 市 

３ 経費負担 

  国 1/2 

  県 1/4 

  市 1/4 

 災害弔慰

金の支給等

に関する法

律別表に掲

げる程度の

障害がある

者 

障がい者１人につき 

主たる生計維持者の場合 

         250万円 

それ以外の場合  

         125万円 

支給の制限 

１ 当該障がい者の障害が

その者の故意又は重大な

過失により生じたもので

ある場合 

２ 災害弔慰金の支給等に

関する法律施行令(昭和

48年政令第374号)第２条

に規定する内閣総理大臣

が定める支給金が支給さ

れた場合 

３ 災害に際し、市長の避

難の指示に従わなかった

こと等市長が不適当と認

めた場合
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１６－３ 自然災害見舞金 

市内で発生した自然災害により被害を受けた世帯主に対し見舞金を支給する。（令和６年４月１日現在） 

対象となる災害 事業主体・法令根拠 給 付 額 

災
害
見
舞
金

暴風、豪雨、豪雪、洪水、

高潮、津波、地震及び地

すべり等の自然災害 

１ 糸魚川市自然災害見舞金

給付規則 

２ 事業主体 市 

(1) 被災した家屋に居住する世帯主 

 ア 全壊又は流出    100,000円 

 イ 半壊      50,000円以内 

(2) 避難勧告を継続して５日以上受け

た方 

 ア 世帯主       20,000円 

 イ アの世帯主と同居する方  

一人につき10,000円 
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１６－４ 被災者生活再建支援金（公益財団法人 都道府県会館） 

自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、被災者生活再建支援金を支給することにより、

その生活の再建を支援する。                       （令和６年４月１日現在） 

種

別 
対象となる災害 

（自然災害） 
事業主体・根拠法令 支給対象世帯 支給額 

被

災

者

生

活

再

建

支

援 

金 

１ 災害救助法施行令第１条

第１項第１号又は第２号に

該当する被害が発生した市

町村に係る自然災害 

２ 10世帯以上の住宅全壊被

害が発生した市町村に係る

自然災害 

３ 100世帯以上の住宅全壊被

害が発生した都道府県に係

る自然災害 

４ １又は２の市町村を含む

都道府県で、５世帯以上の住

宅全壊被害が発生した市町

村（人口10万人未満に限る。）

に係る自然災害 

５ １～３の区域に隣接し、５

世帯以上の住宅全壊被害が

発生した市町村（人口10万人

未満に限る。）に係る自然災

害 

６ １もしくは２の市町村を

含む都道府県又は３の都道

府県が２以上ある場合に、５

世帯以上の住宅全壊被害が

発生した市町村（人口10万人

未満に限る。）２世帯以上の

住宅全壊被害が発生した市

町村（人口５万人未満に限

る。） 

１ 被災者生活再建支援

法 

２ 実施主体 

都道府県（※） 

  ※支援金の支給に関す

る事務は、(公財)都

道府県会館へ委託。 

３ 経費負担 

国 1/2 

県 1/4 

１ 住宅が全壊した

世帯 

２ 住宅が半壊、又は

住宅の敷地に被害

が生じ、その住宅を

やむを得ず解体し

た世帯 

３ 災害による危険

な状態が継続し、住

宅に居住不能な状

態が長期間継続し

ている世帯 

４ 住宅が半壊し、大

規模な補修を行わ

なければ居住する

ことが困難な世帯

（大規模半壊世帯） 

別表の

とおり 

（別表） 

 支給額は、次の２つの支援金の合計額となる。（世帯人数が１人の場合は、各該当欄の金額の3/4の額） 

 (1) 住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

住 宅 の 

被害程度 
全壊 解体 長期避難 大規模半壊 

支 給 額 １００万円 １００万円 １００万円 ５０万円 
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 (2)住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金）  

住 宅 の 

再建方法 
建設・購入 補  修 

賃  借 

（公営住宅以外） 

支 給 額 ２００万円 １００万円 ５０万円 

※ 一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入（又は補修）する場合は、合計で２００（又

は１００）万円 

支援金の支給申請（申請窓口は、市町村） 

  (1) 基礎支援金 (2) 加算支援金 

申請時の添付書面 罹災証明書、住民票 等 契約書（住宅の購入、賃借等） 等 

申請期間 災害発生日から13月以内 災害発生日から37月以内 
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１６－５ 災害見舞金 

 市内で発生した災害により、人命又は財産に被害を受けた者に対し、見舞金を給付する。 

                                    （令和６年４月１日現在） 

対象となる災害 事業主体・法令根拠 給 付 額 

災

害

見

舞

金

暴風、豪雨、豪雪、洪水、

高潮、津波、地震、地す

べり等の自然災害及び

火災 

対象者 

 市内に住所を有し、現

に居住する者 

１ 社会福祉法人糸魚川市社会

福祉協議会災害見舞基金の設

置及び災害見舞金の支給に関

する規程 

２ 事業主体  

市社会福祉協議会 

災害により住家を半焼半壊以上

被災したとき、又は特に会長が必

要と認めたとき 

１世帯につき  50,000円 

ただし、市の災害見舞金給付対

象となった場合は、支給しない。 

１６－６ 災害援護資金 

 災害により家財等に被害があった場合、生活の建て直しの資金として、災害救助法の適用時は災害援護 

資金を貸し付ける。                           （令和６年４月１日現在） 

種
別貸 付 対 象 根 拠 法 令 貸 付 金 額 貸 付 条 件 

災

害

援

護

資

金

 地震等の自然災害によ

り家屋等に被害を受けた

世帯で、その世帯の前年

の年間所得が次の額以内

の世帯に限る。 

１人     220万円 

２人     430万円 

３人     620万円 

４人     730万円 

  ５人以上は、730万円に

世帯人員が１人増すごと

に30万円を加算した額。 

ただし、その世帯の住

居が滅失した場合におい

ては、1,270万円とする。 

１ 災害弔慰金

の支給等に関

する法律 

２ 実施主体 

市 

３ 経費負担 

国 2/3 

県 1/3 

４ 対象となる

災害 

  新潟県にお

いて災害救助

法による救助

が行われた災

害 

貸付区分及び貸付限度額 

１ 世帯主の１か月以上の負傷

150万円 

２ 家財等の損害 

ア 家財の1/3以上の損害

150万円 

イ 住居の半壊  170万円 

ウ 住居の全壊  250万円 

エ 住居全体の滅失又は流失 

350万円 

３ １と２が重複した場合 

ア １と２のアの重複 

          250万円 

イ １と２のイの重複 

          270万円 

ウ １と２のウの重複 

          350万円 

４ いずれか１つの事由に該当

する場合であって、被災した住

居を建て直す等、特別な事情が

ある場合 

ア ２のイの場合 250万円 

イ ２のウの場合 350万円 

ウ ３のイの場合 350万円 

１ 据置期間 

  ３年（特別の 

事情がある場合は

５年） 

２ 償還期間 

  10年（据置期間を

含む） 

３ 償還方法 

  年賦、半年賦又は

月賦 

４ 貸付利率 

ア 保証人あり 

 無利子 

イ 保証人なし 

 年１％（据置期間

中は無利子） 

５ 延滞利息 

年5.0％ 
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１６－７ 生活福祉資金 

 災害により家財等に被害があった場合、生活の建て直し資金として、災害救助法の適用に至らない小災害 

時は、生活福祉資金を貸し付ける。                     （令和６年４月１日現在） 

種

別 
貸付対象 根拠法令 貸付金額 貸付条件 

ア

福
祉
費
（
災
害
臨
時
経
費
）

・低所得世帯 

（生活保護基準額

の概ね1.7倍以内） 

・高齢者世帯 

（日常生活におい

て介護が必要な65

歳以上の高齢者の

属する世帯で、生活

保護基準額の概ね

2.5倍以内） 

・障がい者世帯 

（障がい者の属す

る世帯。ただし、特

に高額の所得があ

って、自己資金ある

いは他からの融資

により自立更生が

期待できると認め

られる世帯は除

く。） 

 上記の世帯で災害

による困窮からの自

立更生に必要な経費 

１ 生活福祉資金貸

付制度要綱 

（平成21年７月28日

厚生労働省発社援

0728第９号） 

２ 実施主体等 

(1)実施主体 

県社会福祉協議

会 

(2)窓口 

市社会福祉協議 

会 

（民生委員） 

貸付限度 

１世帯150万円以内 

１ 据置期間 

  貸付の日から６か月以内 

２ 償還期間 

  ７年以内 

３ 貸付利率 

連帯保証人を立てる場合

は無利子 

連帯保証人を立てない場

合は、措置期間経過後、年

1.5％ 

４ 保証人 

原則として、連帯保証人

を立てる。 

ただし、連帯保証人を立

てない場合でも、貸付を受

けることができる。 

５ 償還方法 

  年賦、半年賦又は月賦 

６ 申込方法 

原則として、官公署の発

行する罹災証明を添付のこ

と。 

イ

福
祉
費
（
住
宅
改
修
等
経
費
）

同上の世帯で被災

した家屋を増築、改

築、改修又は補修する

ために必要な貸付 

同 上 貸付限度 

250万円以内 

同 上 
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１６－８ 母子寡婦福祉資金

災害により家財等に被害があった場合、生活の建て直し資金として、災害救助法の適用に至らない小災害 

時は、母子寡婦福祉資金を貸し付ける。                   （令和６年４月１日現在） 

種別 貸付対象 根拠法令 貸付金額 貸 付 条 件 

（
住
宅
資
金
）

母
子
寡
婦
福
祉
資
金

１ 母子家庭の母、父

子家庭の父、寡婦 

２ 被災した家屋の

増築、改築補 

修又は保全するた

めに必要な資金 

１ 母子及び寡婦福

祉法施行令第７条

及び第36条 

２ 法施行令通知 

３ 実施主体  

  県 

貸付限度 

普通150万円 

特別200万円 

１ 災害救助法の適用を要しない。 

２ 据置期間 ６か月 

３ 償還期間 普通６年以内 

       特別７年以内 

４ 利率(年利) 

  無利子または年1.5％ 

（連帯保証人の有無による） 

（特例措置） 

№ 項 目 根拠法令等 特例措置の内容 

１ 

母子寡婦福祉資

金の償還の猶予 

母子及び寡婦福

祉法施行令第19

条及び第38条 

災害により借主が支払期日に償還することが困難となった

ときに支払を猶予する。 

(1) 猶予期間 

   １年以内（１年後も更に、その事由が継続し、特に必要と

認めるときは、改めて猶予できる。） 

(2) 添付書類  市長の被災証明書 

２ 
母子寡婦福祉資

金の違約金の不

徴収 

母子及び寡婦福

祉法施行令第17

条及び第38条 

支払期日になされなかった償還金に課せられる違約金を徴

収しないことができる。 

(1) 添付書類  市長の被災証明書 

３ 

母子寡婦福祉資

金(事業開始資

金、事業継続資

金、住宅資金)の

据置期間の延長 

母子及び寡婦福

祉法施行令第８

条及び第37条 

災害により全壊、流失、半壊、床上浸水等の被害を受けた日

から１年以内に貸し付けられる場合には、２年を超えない範囲

で内閣総理大臣が定める期間の延長ができる。 

 住宅又は家財の被害額に応じて、次の期間延長できる。 

(1) 事業開始資金 

15,000円以上30,000円未満 ６か月 

30,000円以上       １年 

(2) 事業継続資金・住宅資金 

15,000円以上30,000円未満 ６か月 

30,000円以上45,000円未満 １年 

45,000円以上       １年６か月 

４ 

寡婦福祉資金の

所得制限適用除

外 

母子及び寡婦福

祉法第32条第３

項ただし書き 

災害等の理由により生活の状況が著しく窮迫していると認

められる場合は、現に扶養する子等のない寡婦であっても、所

得制限を適用しない。 

※ 通常時、現に扶養する子等のない寡婦については所得制限

あり。 
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１６－９ 住宅金融支援機構資金(災害復興住宅資金) 

市及び県は、被災地の滅失又は損失した家屋の状況を調査し、被災者に対し当該資金の融資が円滑に行わ

れるよう、制度広報を行うとともに、被害率の認定を早期に実施して、災害復興住宅資金の借入の促進を図

る。 

なお、融資内容は次のとおりである。                  （令和６年４月１日現在） 

貸 付 対 象 貸付限度額 貸 付 条 件 

住宅金融支援機構が指定した災害で被害

を受けた住宅の所有者等 

(1) 建設 

罹災住宅の被害        半壊以上 

住宅部分の床面積(A)  13㎡≦A≦175㎡

ただし、罹災住宅の床面積(a)がa>175㎡

の場合は、13㎡≦A≦ａ 

建設資金  1,650万円 

(特例加算額 510万円) 

土地取得資金  970万円 

整地資金    440万円 

償還期間 

耐火・準耐火・木造（耐

久性）    35年以内 

木造（一般）  25年以内 

据置期間 

３年間（その分償還期間

延長） 

利率(基本融資額)年0.63% 

(特例加算額)年1.53% 

(2) 新築住宅購入 

罹災住宅の被害        半壊以上 

住宅部分の床面積(A) 

     50㎡(共同建30㎡)≦A≦175㎡ 

ただし、羅災住宅の床面積(a)がa>175㎡

の場合は、50㎡(共同建30㎡)≦A≦a 

購入資金 

（土地取得資金含む。） 

      2,620万円 

(特例加算額 510万円) 

償還期間 

耐火・準耐火・木造（耐

久性）    35年以内 

木造（一般）  25年以内 

据置期間 

３年間（その分償還期間

延長） 

利率(基本融資額)年0.63% 

  (特例加算額)年1.53% 

(3) 中古住宅購入 

人が居住していた住宅又は建築後２年を

超えた住宅 

罹災住宅の被害        半壊以上 

住宅部分の床面積（A） 

     50㎡(共同建30㎡)≦A≦175㎡ 

ただし、罹災住宅の床面積(a)がa>175㎡

の場合は、50㎡(共同建30㎡)≦A≦a 

購入資金 

（土地取得資金含む。） 

2,320万円 

支援機構が定める基準等

に適合したもの 

2,620万円 

(特例加算額 510万円) 

償還期間 

25年以内 

支援機構が定める基準等

に適合したもの35年以内 

据置期間 

３年間（その分償還期間

延長） 

利率(基本融資額)年0.63% 

  (特例加算額)年1.53% 

(4) 補修 

羅災住宅の被害       10万円以上 

補修資金   730万円 

移転資金   440万円 

整地資金   440万円 

(移転及び聖地の両方を

利用の場合は、合計で 

440万円が限度） 

償還期間      20年以内 

据置期間      １年間 

利率(基本融資額)年0.63％ 
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１６－１０ 天災融資制度 

農林漁業被害が甚大で、「天災による被害農林漁業者に対する資金の融通に関する暫定措置法」（以下「天

災融資法」という。）が発動された場合は、被災農林漁業者に対して、その再生産に必要な低利の経営資金

を融通することにより経営の安定を図る。 

なお、激甚災害法の適用を受けた場合は、貸付限度額の引き上げや償還期間の延長を行う。 

 （令和６年４月１日現在） 

資金の 

種 類 
貸付対象事業 貸付の相手方 貸付限度額 利 率 

償還期間 

（措置なし） 

経営資金 

種苗、肥料、飼料、薬

剤、漁具等の購入費等

農林漁業経営に必要

な運転資金 

一定以上の被害

を受けた農林漁

業者 

200万円 

激甚災害の場合

は250万円 

被害程度

によって 

3.0％以内 

5.5％以内 

6.5％以内 

３～６年以内 

激甚災害の場

合は４～７年

以内 

事業資金 

被害を受けた肥料、農

薬、漁業用燃料、生産

物等の在庫品の補て

んに充てるための事

業運営資金 

災害によって施

設、在庫品等に著

しい被害を受け

た農業協同組合、

漁業協同組合、連

合会等 

組合 2,500万円 

連合会 

   5,000万円 

激甚災害の場合

は 

組合 5,000万円 

連合会 

   7,500万円 

6.5％以内 ３年 

（注）本制度の適用となる天災は、発生後の被害調査に基づき、天災融資法発動の都度政令で指定される。 

利率等についても、天災融資法発動の都度政令で設定される。 
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１６－１１ 日本政策金融公庫資金（農林水産事業部） 

被害農林漁業者に対し、農林漁業用施設等が被害を受けた場合はその復旧に要する資金を、災害のために

資金を導入しなければ経営の維持が困難な場合は経営資金等の融資及び既往貸付期限の延長措置を行う。

 （令和６年４月１日現在） 

区

分

資金の

種 類

融資対象

となる事業
貸付の相手方

利 率

（年利）
償還期間

償還期間

のうち

据置期間

農

業

関

係

資

金

農業経営

基盤強化

資金

(ｽｰﾊﾟｰL資金)

農業経営に必要な運転

資金

農業経営改善計画の認定

を受けた農業を営む個

人・法人

0.17％～ 

0.5％ 

※利率は 

金融情勢、

融資期間で

異なる。

25年以内 10年以内

農業基盤

整備資金

農地若しくは牧野の保

全又は利用上必要な施

設の災害復旧

農業を営む者、土地改良

区・同連合会、農協・同連

合会等
〃 25年以内 10年以内

農林漁業

セーフテ

ィネット

資金

災害により被害を受け

た経営の再建に必要な

資金

農業を営む個人・法人 0.17％～ 

0.45％ 

※利率は 

金融情勢、

融資期間で

異なる

15年以内 ３年以内

農林漁業

施設資金

〈共同利用施設〉

農産物の生産、流通、

加工又は販売に必要な

共同利用施設の復旧

土地改良区・同連合会、農

協・同連合会、水産業協同

組合、中小企業等協同組

合、農業共済組合・同連合

会、５割法人・団体、農業

振興法人、特定事業を共同

で行う農業者

0.5％ 

※利率は 

金融情勢、融

資期間で異

なる

20年以内 ３年以内

〈主務大臣指定施設〉 

(1) 農業施設の復旧 

(2) 被災果樹の改植又

は補植 

農業を営む者

〃 
15年以内

25年以内

３年以内 

10年以内 

林

業

関

係

資

金

林業基盤

整備資金

樹苗養成施設の復旧 樹苗養成の事業を営む者、

森林組合・同連合会、農協、

中小企業等協同組合

0.40％～ 

0.85％ 

※利率は 

金融情勢、

融資期間で

異なる。

15年以内 ５年以内 

林道の復旧 林業を営む者、森林組合・

同連合会、農協、中小企業

等協同組合、５割法人、林

業振興法人

0.40％～ 

1.00％ 

※利率は 

金融情勢、

融資期間で

異なる。

20年以内

(林業経営

改善計画に

基づくもの

25年以内)

３年以内

(林業経営改

善計画に基

づくもの７

年以内)
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（申込方法） 農協・同連合会・農林中金・漁協・同連合会等を通じ行う。

（貸付限度） 原則として８割で、額は各資金によって異なる。

（注） この他、新潟県農林水産業振興資金の融資、又、一般農林漁業関係資金（農業近代化資金、農業改

良資金等）について、運用の範囲内で被害農家に融資することができる。また、既貸付農林漁業関係

資金（農業近代化資金、農業改良資金）については、被害農業者に対し、法令規則等の限度内におい

て返還条件等を緩和することができる。

区

分

資金の

種 類

融資対象

となる事業
貸付の相手方

利 率

（年利）
償還期間

償還期間

のうち

据置期間

林

業

関

係

資

金

農林漁業

施設資金

〈共同利用施設〉

林産物の生産、流通、

加工又は販売に必要な

共同利用施設の復旧

農協・同連合会、森林組

合・同連合会、中小企業

等協同組合、５割法人・

団体、林業振興法人

1.00％ 

※利率は 

金融情勢、

融資期間で

異なる。

20年以内 ３年以内 

〈主務大臣指定施設〉 

林業施設の復旧 

林業を営む者 0.40％～ 

0.85％ 

※利率は融

資期間によ

り異なる。 

15年以内 ３年以内 

漁

業

関

係

資

金

漁業基盤

整備資金

漁港に係る防波堤防等

の復旧

漁協・同連合会、５割法

人・漁業を営む者
0.10％ 

※利率は 

金融情勢、

融資期間で

異なる。

20年以内 ３年以内
漁業及び水産種苗生産

施設の復旧

漁協・同連合会、５割法

人・団体、特定事業を共

同で行う漁業者

農林漁業

施設資金

〈共同利用施設〉

水産物の生産、流通、

加工又は販売に必要な

共同利用施設の復旧

水産業協同組合（漁業生

産組合を除く。）、５割

法人・団体、漁業振興法

人

0.10％ 

※利率は 

金融情勢、

融資期間で

異なる。

20年以内 ３年以内

〈主務大臣指定施設〉

漁船、水産施設の復旧

漁業を営む者 0.10％ 

※利率は 

金融情勢、

融資期間で

異なる。

15年以内 ３年以内
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１６－１２ 中小企業融資及び信用保証 

１ 融資計画 

 関係行政機関と政府系金融機関及び民間金融機関との密接な連絡のもと、被害の状況、再建のための資

金需要等の的確な把握に努め、融資等各種金融制度の効果的運用を図るため、次の措置を講ずるものとす

る。 

 (1) 被災の状況に応じ特に必要があると認めた時は、既存制度を拡充又は特別制度融資を創設しこれに伴

う融資のための預託等の措置を行う。 

 (2) 関係団体及び金融機関と協調して、各種融資制度の周知を図り、また、被害の状況に応じて現地に融

資相談所の開設等の措置を行う。 

 (3) 金融機関に対し、被害の状況に応じて、審査手続の簡便化、貸出の迅速化、貸出条件の緩和等につい

て、便宜が図られるよう要請を行う。 

  (4) 中小企業向け市制度融資について被害の状況に応じて、償還猶予等の必要な措置を講ずる。 

  (5) 信用力・担保カが不足した中小企業者の融資の円滑化を図るため、新潟県信用保証協会の保証枠の増

大措置として、損失補償を行う。 

２ 災害関連融資制度等 

(1) 融資制度                           （令和６年４月１日現在） 

機関名 区分 融 資 条 件 等 

県
地
域
産
業
振
興
課

自
然
災
害
要
件

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
資
金
（
経
営
支
援
枠
）

１ 資金使途  運転資金・設備資金（土地の取得資金を除く。） 

２ 対象企業  県内で１年以上継続して同一事業を営み、地震、風水害等自然災

害により損害を受け、経営の安定に支障を生じている中小企業者及

び事業協同組合等。 

３ 融資限度  3,000万円（別枠） 

４ 融資利率  融資期間３年以内    年1.15％ 

融資期間３年超５年以内 年1.35％ 

融資期間５年超７年以内 年1.55％ 

５ 担  保  金融機関及び新潟県信用保証協会の定めるところによる。 

６ 保 証 人  原則として法人代表者を除いては保証人を徴求しない。 

７ 信用保証  新潟県信用保証協会の信用保証を要する。 

市

地

方

産

業

育

成

資

金

１ 資金使途  運転資金・設備資金 

２ 対象企業  中小企業者（市長の定めるところによる） 

３ 融資限度  1,000万円（被災状況に応じて市長が認めた場合は1,000万円を超

えることも可） 

４ 融資利率  保証付き（責任共有対象外） 年1.70％ 

        保証付き（責任共有対象）  年1.90％ 

        保証なし          年2.20％ 

５ 融資期間  運転資金５年以内（うち据置期間６か月以内） 

設備資金７年以内（うち据置期間６か月以内） 

（災害規模により市長が認めた場合は融資期間を超えることも可） 

６ 担  保  金融機関及び新潟県信用保証協会の定めるところによる。 

７ 保 証 人  金融機関及び新潟県信用保証協会の定めるところによる。 

８ 信用保証  市長の定めるところによる。 
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機関名 区分 融   資   条   件   等 

（
国
民
生
活
事
業
）

日
本
政
策
金
融
公
庫

災

害

貸

付

１ 資金使途  設備資金、運転資金 

２ 対象企業  災害により被害を受けた中小企業者 

３ 融資限度  それぞれの融資限度額に１災害につき3,000万円を加えた額 

４ 融資利率  それぞれの融資制度の利率。ただし、異例の災害の場合は、その

都度定める。 

５ 融資期間  普通貸付：10年以内（うち据置期間２年以内） 

普通貸付以外：それぞれの融資制度の返済期間、据置期間以内 

６ 担  保  日本政策金融公庫の定めるところによる。 

７ 保 証 人  日本政策金融公庫の定めるところによる。 

（
中
小
企
業
事
業
）

日
本
政
策
金
融
公
庫

災

害

復

旧

貸

付

１ 資金使途  災害復旧のための設備資金及び長期運転資金 

２ 対象企業  日本政策金融公庫が指定した災害により被害を被った中小企業者 

３ 融資限度  直接貸付 別枠１億5,000万円 

        代理貸付 上記限度の範囲内で別枠7,500万円 

４ 融資利率  基準利率（閣議決定により、特別利率が適用される場合がある。） 

５ 融資期間  運転資金：10年以内（うち据置期間２年以内） 

        設備資金：15年以内（うち据置期間２年以内） 

６ 担  保  日本政策金融公庫の定めるところによる。 

７ 保 証 人  日本政策金融公庫の定めるところによる。 

(2) 保証制度 

機関名 区分 融   資   条   件   等 

新
潟
県
信
用
保
証
協
会

災

害

保

証

１ 保証対象要件 

激甚災害指定を受けた地域内で被災した中小企業者等（市が発行する「罹災証明」

を要する。） 

２ 保証限度額 

個人・法人 ２億8,000万円 

組合    ４億8,000万円 

３ 保証料率  年0.80％ 

（
４
号
要
件
）

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
保
証

１ 保証対象要件 

  特定地域の災害等に影響を受けている中小企業者（市長の認定を要する。） 

２ 保証限度額 

  個人・法人 ２億8,000万円 

  組合    ４億8,000万円 

３ 保証料率  年0.80％ 


